
「⼤規模⼩売店舗⽴地法における法⼈代表者の⽒名
変更に係る届出の廃⽌」について

令和４年８⽉４⽇
経済産業省 商務・サービスグループ

担当課室︓消費・流通政策課

1

1
4

重点番号16：大規模小売店舗立地法における法人代表者の氏名変更に係る届出の廃止（経済産業省）



まちづくり３法

大型店の立地に際して、「周辺の生活
環境の保持」の観点からの配慮を求める。
配慮事項を指針で明確化

→ 大店立地法 （平成１２年～）

中心市街地活性化のために８府省庁で
「市街地の整備改善」「商業等の活性化」
を一体的に推進

→ 中心市街地活性化法（平成１０年～）

地域ごとの大型店の適正な立地を求める。

→ 都市計画法の改正等（平成１０年～）
・特別用途地区の類型多様化
・特定用途制限地域等の導入
・中心市街地の機能回復に向けた運用
指針の公表

～経済的規制から社会的規制へ～
～地方公共団体が主体～

大店法（昭和４９年～平成１２年）

中小小売業者との商業調整
（店舗面積、開店日、閉店時刻、
休業日数）

～国が主体～

交通、騒音、廃棄物
など周辺生活環境
問題に対応できない。

大型店の出店規制を
しても、駅前商店街
等は衰退。

大型店の出店規制の
有効性が低下。

大店法を廃止すべき
との国内外の強い
指摘が存在。

2
大店法の廃止（商業調整の廃止）

計画的な地域づく
りとの整合性の確
保が必要。

「商業調整」から「まちづくり三法」への政策転換
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地域関係者

➢商工会議所、商工会 ➢市町村
➢住民
➢商店街やその事業者

地域関係者

➢商工会議所、商工会 ➢市町村
➢住民
➢商店街やその事業者

3

大型店の設置者大型店の設置者

都道府県・政令市

（公正・中立な大店立地法の執行者）

都道府県・政令市

（公正・中立な大店立地法の執行者）

大型店立地等にあたっての

生活環境への影響の意見

大型店立地等にあたって
生活環境保持の見地から意見 生活環境への配慮

についての取組

警察
（県警等本部）

警察
（県警等本部）

道路行政の観点から

駐車場等指導（交通協議）

⼤店⽴地法の関係者
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設置者が大型店（1,000㎡超）の新増設を届出

設置者が説明会を開催

地元市町村、住民等が意見提出

都道府県等が意見提出

地元市町村が意見提出

８か月

４か月

設置者が自主的対応策を提示

２か月

都道府県等が勧告等

※設置者が都道府県等の意見を適切に反映しておらず、
周辺地域の生活環境に著しい悪影響があると認められる場合

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告）

⼤店⽴地法の基本的な⼿続きの流れ（新設時）
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 本法は、⼤規模⼩売店舗の⽴地に関し、その周辺の地域の⽣活環境の保持のため、⼤
規模⼩売店舗の設置者及び当該⼤規模⼩売店舗において⼩売業を⾏う者の関与は必要
不可⽋であり、⼤規模⼩売店舗を新設する者に対して、都道府県等のみならず、⽴地
市町村及び住⺠に対しても責任者を明確化する観点から「法⼈にあっては代表者の⽒
名」も届出させている。また、都道府県等においては、執⾏上必要に応じて当該代表
者への法に基づく⾏政指導を⾏っている。

 新設時の情報が変更された場合、その変更内容に係る届出等の⼿続きが⾏わなければ
本法上はその変更内容が認識されていないのみならず実態として把握されておらず、
都道府県等が法に基づく報告徴収等を⾏う際に⽀障が⽣じかねない。

 本法は、⼤規模⼩売店舗設置者及び⼩売業者、都道府県等、⽴地市町村及び
住⺠の協⼒のもと法執⾏される。変更時の届出は法執⾏上必要不可⽋な情報
であり、都道府県のみならず⽴地市町村及び住⺠においても把握すべき情報。
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（報告の徴収）

第⼗四条 都道府県知事は、この法律の施⾏に必要な限度において、政令で定めるところにより、⼤規模⼩売店舗を設置する者に対
して報告を求めることができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定により⼤規模⼩売店舗を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認める
ときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該⼤規模⼩売店舗において⼩売業を⾏う者に対し、参考となるべ
き報告を求めることができる。

 設置者及び⼩売業者は、周辺地域の⽣活環境の保持に責任を持つ者。

（⽣活環境の保持の配慮）

第⼗条 第五条第⼀項、第六条第⼆項、第⼋条第七項⼜は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、そ
の⼤規模⼩売店舗の周辺の地域の⽣活環境の保持についての適正な配慮をして当該⼤規模⼩売店舗を維持し、及び運営しなければな
らない。

２ ⼤規模⼩売店舗において事業活動を⾏う⼩売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協⼒するよう努めなけれ
ばならない。

 都道府県は法律の施⾏に必要な限度において、設置者及び⼩売業者に報告を
求めることができる。

 設置者及び⼩売業者は、重要な役割を担う者であり、責任者の把握は必要。

6

1
9



変更の届出 公告・縦覧 ⽴地市町村への通知 ⽴地市町村への意⾒聴取

⽴地市町村意⾒回答/住⺠等意⾒提出 意⾒概要を公告・縦覧
※意⾒がある場合

 変更時に必要な⼿続きは、既に必要最低限の⼿続きになっている。

新設の届出 公告・縦覧 ⽴地市町村への通知 ⽴地市町村への意⾒聴取

⽴地市町村意⾒回答/住⺠等意⾒提出 意⾒概要を公告・縦覧
※意⾒がある場合

説明会の開催

都道府県等による届出者に対する意⾒
※意⾒がない場合はその旨を通知し⼿続き終了

都道府県等の意⾒概要
の公告・縦覧

設置者による変更届出/
変更しない旨の通知

設置者による変更届出
の公告・縦覧

⽴地市町村の意⾒聴取
※意⾒を適正に反映していない場合

設置者に対し勧告することが可能
※勧告しない場合は⼿続き終了 勧告内容を⽴地市町村に通知/公告 設置者による必要な変更届出

設置者による変更届出
を公告・縦覧 ※届出者が正当な理由無く勧告に従わない場合は、その旨を公表できる

【新設時の⼿続き】

【法⼈代表者の⽒名の変更時の⼿続き】

7

※⻘枠は都道府県等の事務

2
0



（⼤規模⼩売店舗の新設に関する届出等）

第五条 ⼤規模⼩売店舗の新設（建物の床⾯積を変更し、⼜は既存の建物の全部若しくは⼀部の⽤途を変更することにより⼤規模⼩
売店舗となる場合を含む。以下同じ。）をする者（⼩売業を⾏うための店舗以外の⽤に供し⼜は供させるためその建物の⼀部の新設
をする者があるときはその者を除くものとし、⼩売業を⾏うための店舗の⽤に供し⼜は供させるためその建物の⼀部を新設する者⼜
は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。）は、政令で定めるところにより、次の事項を当該⼤規模⼩売店舗の所在
地の属する都道府県（以下単に「都道府県」という。）に届け出なければならない。

⼀ ⼤規模⼩売店舗の名称及び所在地

⼆ ⼤規模⼩売店舗を設置する者及び当該⼤規模⼩売店舗において⼩売業を⾏う者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては代
表者の⽒名

三 ⼤規模⼩売店舗の新設をする⽇

四 ⼤規模⼩売店舗内の店舗⾯積の合計

五 ⼤規模⼩売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

六 ⼤規模⼩売店舗の施設の運営⽅法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

２ 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

３ 都道府県は、第⼀項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項
の概要、届出年⽉⽇及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出及び前項の添付書類を公告の⽇から四⽉間縦覧に供しなければなら
ない。

４ 第⼀項の規定による届出をした者は、当該届出の⽇から⼋⽉を経過した後でなければ、当該届出に係る⼤規模⼩売店舗の新設を
してはならない。

 関連条⽂
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（変更の届出）

第六条 前条第⼀項の規定による届出があった⼤規模⼩売店舗について、当該届出に係る同項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる事項の変更
があったときは、当該⼤規模⼩売店舗を新設する者⼜は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。

２ 前条第⼀項の規定による届出があった⼤規模⼩売店舗について、当該届出に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更
があるときは、当該⼤規模⼩売店舗を新設する者⼜は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。
ただし、経済産業省令で定める変更については、この限りでない。

３ 前条第⼆項の規定は前項の規定による届出に、同条第三項の規定は前⼆項の規定による届出について準⽤する。

４ 前条第⼀項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第⼆項の規定による届出をした者は、当該届出の⽇から⼋⽉を経過した後
でなければ、当該届出に係る変更を⾏ってはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

５ ⼤規模⼩売店舗内の店舗⾯積の合計を第三条第⼀項の基準⾯積（同条第⼆項の規定により他の基準⾯積が定められた区域にあっ
ては、当該他の基準⾯積）以下とする者は、その旨を都道府県に届け出なければならない。

６ 都道府県は、前項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

（都道府県の意⾒等）

第⼋条 都道府県は、第五条第三項（第六条第三項において準⽤する場合を含む。次項において同じ。）の規定による公告をしたと
きは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の⽇から四⽉以内に、市町村から当該公告に係る⼤規模⼩売店舗の周辺の地域
の⽣活環境の保持の⾒地からの意⾒を聴かなければならない。

２ 第五条第三項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を⾏う者、市町村の区
域をその地区とする商⼯会議所⼜は商⼯会その他の市町村に存する団体その他の当該公告に係る⼤規模⼩売店舗を設置する者がその
周辺の地域の⽣活環境の保持のため配慮すべき事項について意⾒を有する者は、当該公告の⽇から四⽉以内に、都道府県に対し、意
⾒書の提出により、これを述べることができる。

３ 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第⼀項の規定により市町村から聴取した意⾒及び前項の規定により述べられ
た意⾒の概要を公告し、これらの意⾒を公告の⽇から⼀⽉間縦覧に供しなければならない。

 関連条⽂
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（⽣活環境の保持の配慮）

第⼗条 第五条第⼀項、第六条第⼆項、第⼋条第七項⼜は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、そ
の⼤規模⼩売店舗の周辺の地域の⽣活環境の保持についての適正な配慮をして当該⼤規模⼩売店舗を維持し、及び運営しなければな
らない。

２ ⼤規模⼩売店舗において事業活動を⾏う⼩売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協⼒するよう努めなけれ
ばならない。

（報告の徴収）

第⼗四条 都道府県知事は、この法律の施⾏に必要な限度において、政令で定めるところにより、⼤規模⼩売店舗を設置する者に対
して報告を求めることができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定により⼤規模⼩売店舗を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認める
ときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該⼤規模⼩売店舗において⼩売業を⾏う者に対し、参考となるべ
き報告を求めることができる。

（承継）

第⼗⼀条 第五条第⼀項若しくは第六条第⼀項若しくは第⼆項の規定による届出、第⼋条第七項の規定による届出若しくは通知⼜は
第九条第四項の規定による届出をした者から当該届出⼜は通知に係る⼤規模⼩売店舗を譲り受けた者は、当該⼤規模⼩売店舗に係る
当該届出⼜は通知をした者の地位を承継する。

２ 第五条第⼀項若しくは第六条第⼀項若しくは第⼆項の規定による届出、第⼋条第七項の規定による届出若しくは通知⼜は第九条
第四項の規定による届出をした者について相続、合併⼜は分割（当該届出⼜は通知に係る⼤規模⼩売店舗を承継させるものに限
る。）があったときは、相続⼈、合併後存続する法⼈若しくは合併により設⽴した法⼈⼜は分割により当該⼤規模⼩売店舗を承継し
た法⼈は、当該届出⼜は通知をした者の地位を承継する。

（罰則）

第⼆⼗⼀条 第六条第⼀項若しくは第五項⼜は第⼗⼀条第三項の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をした者は、⼆⼗万円以下
の過料に処する。

 関連条⽂
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